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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
レーザー光源を備えたディスプレイ装置であって、
　前記レーザー光源から出射される光の一部を受光する受光部と、
　前記レーザー光源の目標出力を設定し、前記目標出力と、前記受光部により受光された
光の光量に応じて、前記レーザー光源への供給電力を制御する制御回路と、
　前記ディスプレイ装置内の温度を検知する温度センサーと
を備え、
　前記制御回路は、前記温度センサーによって検知された温度の変化に応じて、前記目標
出力を変更することを特徴とするディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記レーザー光源は、赤色光源、青色光源、緑色光源であることを特徴とする請求項１
に記載のディスプレイ装置。
【請求項３】
　前記緑色光源は、ＳＨＧレーザーであることを特徴とする請求項２に記載のディスプレ
イ装置。
【請求項４】
　ファンを備え、
　前記レーザー光源が、前記ファンにより、前記温度センサーからの信号を用いて温度設
定値に温度制御されていることを特徴とする請求項１に記載のディスプレイ装置。
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【請求項５】
　前記温度センサーは前記レーザー光源近傍の温度を検知することを特徴とする請求項１
に記載のディスプレイ装置。
【請求項６】
　室温をモニターする室温モニター装置を備え、
前記室温モニター装置がモニターした室温の変化に応じて、前記温度設定値を変更するこ
とを特徴とする請求項４に記載のディスプレイ装置。
【請求項７】
　前記温度センサーによって検知された温度が、発振不能温度近傍に達した時点で、前記
レーザー光源の駆動電流に制限がかかることを特徴とする請求項１に記載のディスプレイ
装置。
【請求項８】
　前記温度センサーによって検知された温度が、発振不能温度となる前に、使用環境の温
度を下げるように注意・警告の表示がなされることを特徴とする請求項１に記載のディス
プレイ装置。
【請求項９】
前記温度センサーによって検知された温度が、発振不能温度近傍に達した時点で、前記レ
ーザー光源の出力を低下させることを知らせる表示がなされることを特徴とする請求項１
に記載のディスプレイ装置。
【請求項１０】
　装置起動時において、前記温度センサーによって検知された温度が、前記レーザー光源
の温度制御の温度設定値になるまで、前記ファンを駆動しないことを特徴とする請求項４
に記載のディスプレイ装置。
【請求項１１】
　前記ＳＨＧレーザーがマイクロチップ型であることを特徴とする請求項３に記載のディ
スプレイ装置。
【請求項１２】
　前記マイクロチップ型のＳＨＧレーザーにおいて、前記ＳＨＧレーザーの温度制御の温
度設定値以下でのポンプ用半導体レーザーの発振波長が、固体レーザーの吸収ピーク波長
よりも短いことを特徴とする請求項１１に記載のディスプレイ装置。
【請求項１３】
　前記マイクロチップ型のＳＨＧレーザーにおいて、前記ＳＨＧレーザーの温度制御の温
度設定値以下での波長変換素子の位相整合波長が、固体レーザーの発振波長よりも短いこ
とを特徴とする請求項１１に記載のディスプレイ装置。
【請求項１４】
　前記マイクロチップ型のＳＨＧレーザーの温度がある一定温度に達した後、出力安定化
動作が行われることを特徴とする請求項１１に記載のディスプレイ装置。
【請求項１５】
　前記ＳＨＧレーザーがファイバーレーザー型であることを特徴とする請求項３に記載の
ディスプレイ装置。
【請求項１６】
　前記ファイバーレーザー型ＳＨＧレーザーにおいて、ポンプ用半導体レーザーの温度制
御の温度設定値以下でのポンプ用半導体レーザーの発振波長が、希土類ドープファイバー
の吸収ピーク波長よりも短いことを特徴とする請求項１５に記載のディスプレイ装置。
【請求項１７】
　前記ファイバーレーザー型ＳＨＧレーザーのポンプ用半導体レーザーの温度がある一定
温度に達した後、出力安定化動作が行われることを特徴とする請求項１５に記載のディス
プレイ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、半導体レーザーとファン、温度検出部が含まれる表示装置に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に示されるように、光源にレーザーを用いるディスプレイ装置が提案されて
いる。光源にレーザーを用いることでランプを用いた場合と比べ、省電力化、小型化、電
池駆動可能などのメリットが発生する。また、レーザーを用いることで色再現範囲の拡大
が可能となるという特徴もある。図６に従来のディスプレイ装置１０１の構成を示す。電
池１０９は本装置の駆動回路や光源に電力の供給を行う。赤色光源１０２、青色光源１０
３、緑色光源１０４から出力されたレーザー光はダイクロイックミラー１０５ａ～１０５
ｃを用いてガルバノミラー１０６へ導かれる。ガルバノミラー１０６は高速に角度変化し
、入射したレーザー光を液晶パネル１０７の面内へ均一な光量で照射させる。透過型液晶
パネル１０７を透過したレーザー光は出射レンズ１０８を透過して映像として出力される
。
【特許文献１】特開平６－２０８０８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、前記従来の構成ではレーザーの温度制御に配慮されておらず、温度変化
による半導体レーザーの波長変化および出力変化が発生していた。半導体レーザーの波長
変化や出力変化が発生すると投射される映像の明るさが変化するだけでなく、色バランス
が崩れるという問題が発生してしまう。また、緑色光源としては現状信頼性のある半導体
レーザーが存在しないため波長変換方式（ＳＨＧ方式）を用いた光源が用いられる。波長
変換方式を用いる場合は半導体レーザーよりもさらに温度に対するケアが必要である。大
きな温度変化により波長変換に用いられる結晶の位相性合波長が大きく変化し緑色光の出
力が不可能になる場合もあるからである。温度制御の手段としてはペルチエ素子を用いた
制御が考えられるが、ペルチエ素子を用いた場合にはペルチエ素子から発生する大量の熱
や、コスト高、消費電力の増加という課題が生じてしまう。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記の課題を解決するため、本発明のディスプレイ装置は、装置内に半導体レーザーま
たはＳＨＧレーザーおよびファン、レーザー部温度センサーが含まれ、前記半導体レーザ
ーもしくはＳＨＧレーザーが前記ファンにより前記レーザー部温度センサーからの信号を
用いて適当な設定温度に温度制御されていることを特徴とする。
【０００５】
　また、前記レーザー部温度センサーが前記半導体レーザー近傍に設置されていることが
望ましい。
【０００６】
　また、室温をモニターする室温モニター装置が備えられ、前記半導体レーザーの温度制
御の設定温度が前記室温モニター装置を用いて決定されることが好ましい。
【０００７】
　また、室温の変化に伴い、前記半導体レーザーの温度制御の設定温度が変化することが
望ましい。
【０００８】
　また、前記半導体レーザーまたはＳＨＧレーザーの温度制御の設定温度が半導体レーザ
ーの発振不能温度以下であり、前記発振不能温度近傍に達した時点で前記半導体レーザー
もしくはＳＨＧレーザーの駆動電流に制限がかかることが望ましい。
【０００９】
　また、前記半導体レーザーまたはＳＨＧレーザーの温度が発振不能温度となる前に、使
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用環境の温度を下げるように注意・警告の表示がなされることが好ましい。
【００１０】
　また、前記半導体レーザーまたはＳＨＧレーザーの温度が発振不能温度近傍に達した時
点で、光源の出力を低下させることを知らせる表示を行うことが好ましい。
【００１１】
　また、装置起動時において前記半導体レーザーまたはＳＨＧレーザーの温度制御の設定
温度になるまでファンを駆動しないことが好ましい。
【００１２】
　また、前記半導体レーザーまたはＳＨＧレーザーの出力安定化機構が含まれていること
が望ましい。
【００１３】
　また、前記レーザー部温度センサーにより検知された温度をもとに前記出力安定化機構
の目標出力値が決定されることが好ましい。
【００１４】
　また、前記ＳＨＧレーザーがマイクロチップ型であることが好ましい。マイクロチップ
型のＳＨＧレーザーは小型の装置への利用に適している。
【００１５】
　また、前記マイクロチップ型のＳＨＧレーザーにおいて、前記ＳＨＧレーザーの温度制
御の設定温度以下でのポンプ用半導体レーザーの発振波長が固体レーザーの吸収ピーク波
長よりも短いことが望ましい。
【００１６】
　また、前記マイクロチップ型のＳＨＧレーザーにおいて、前記ＳＨＧレーザーの温度制
御の設定温度以下での波長変換素子の位相整合波長が固体レーザーの発振波長よりも短い
ことが望ましい。
【００１７】
　また、前記マイクロチップ型のＳＨＧレーザーの温度がある一定温度に達した後出力安
定化動作が行われることが望ましい。
【００１８】
　また、前記ＳＨＧレーザーがファイバーレーザー型であることが好ましい。ファイバー
レーザー型のＳＨＧレーザーは高輝度のディスプレイ装置に適している。
【００１９】
　また、前記ファイバーレーザー型ＳＨＧレーザーにおいて、ポンプ用半導体レーザーの
温度制御の設定温度以下でのポンプ用半導体レーザーの発振波長が希土類ドープファイバ
ーの吸収ピーク波長よりも短いことが望ましい。
【００２０】
　また、前記ファイバーレーザー型ＳＨＧレーザーのポンプ用半導体レーザーの温度があ
る一定温度に達した後出力安定化動作が行われることが望ましい。
【発明の効果】
【００２１】
　以上の発明により、レーザーの温度制御が小さな消費電力で実現でき、温度変化に伴う
色バランスの変動が抑制される。また、装置起動時からすぐに適切な色バランスの映像を
見ることが可能となる。また、室温の変化に伴い温度制御の設定温度を室温に合わせて設
定することで消費電力の低減をより実現できるだけでなく、光源に使用する半導体レーザ
ーへの負荷を小さくすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下の実施の形態では、装置内に半導体レーザーもしくはＳＨＧレーザー、ファン、レ
ーザー温度検出部が含まれ、前記半導体レーザーがファンにより適当な設定温度に温度制
御されているディスプレイ装置の構成について説明する。
【００２３】
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　（実施の形態１）
　本発明の構成の概要を図１を用いて説明する。図１はディスプレイ装置１を上面から見
たものである。赤色光源２、緑色光源３、青色光源４から出力されたレーザー光はロッド
インテグレーター５を用いて光量が均一化された後、透過型液晶パネル６へ導かれる。透
過型液晶パネル６を透過したレーザー光は合波プリズム７により合波され、出射レンズ８
を透過して映像として出力される。本実施の形態において、映像出力用に透過型液晶パネ
ルを用いたが、反射型液晶デバイス、ミラーを用いたデバイスなどを用いてもよい。
【００２４】
　本実施の形態では赤色光源２（発振波長６４０ｎｍ近傍）、青色光源４（発振波長４４
０ｎｍ近傍）として半導体レーザーを用いた。半導体レーザーは電力を光に変換する効率
がランプに比べて数倍大きいため、装置の消費電力の大幅な低減が実現できるという優位
性がある。緑色光源３として波長変換を用いるＳＨＧ（Ｓｅｃｏｎｄ　Ｈａｒｍｏｎｉｃ
　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ）レーザーを用いた。緑色の発光を行う信頼性の高い半導体レー
ザーが現状存在しないため、ＳＨＧレーザーを用いている。同じ緑色出力を得る場合の消
費電力についてはＳＨＧレーザーのほうが他の手段として考えられる発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）よりも有利である。図２に示すようにＳＨＧレーザー１４は、固体レーザーポンプ
用半導体レーザー１７と固体レーザー１６と波長変換素子１５から構成されるマイクロチ
ップ型のものを用いている。ポンプ用半導体レーザー１７（波長８０８ｎｍ）から出力さ
れたレーザー光は固体レーザー１６に吸収され、固体レーザー１６からは波長１０６４ｎ
ｍのレーザー光（基本波）が出力される。固体レーザー１６から出力された基本波は波長
変換素子１５に入力され、波長変換素子１５より高調波である波長が１／２の５３２ｎｍ
のレーザー光が出力される。マイクロチップ型のＳＨＧレーザーは小型であり、小型の装
置への搭載に適している。
【００２５】
　マイクロチップ型以外に小型のＳＨＧレーザーを実現する方法として、光導波路型の波
長変換素子を用いる方法もあるが、マイクロチップ型のほうが温度変化に対する高調波出
力の変化を小さくできるため、本実施の形態ではマイクロチップ型のＳＨＧレーザーを用
いた。また、光導波路型では高精度な位置決めを伴う実装が必要であるが、マイクロチッ
プ型の組立は光導波路型に比べて容易である。
【００２６】
　本発明のディスプレイ装置は半導体レーザーやＳＨＧレーザーのような発振波長スペク
トルの限定された光源を用いているため、光学部品の設計もランプを用いた場合に比べて
容易であり、光学系が小型化できるため、装置を小型にできる。
【００２７】
　光源２～４の放熱はファン９～１１を用いて行った。光源の放熱手段としてペルチエ素
子を用いることも考えられるが、ペルチエ素子を用いた場合の消費電力は数１０Ｗにもな
ってしまう。一方、ファンを用いた場合には、１個当たり１Ｗ以下での駆動が可能である
ので、消費電力面からは非常に有利である。ファンを用いることで本ディスプレイ装置の
電池駆動も実現された。
【００２８】
　光源の放熱にファンを用いる有効性は上述のように大きいが、光源の温度管理も必要で
ある。なぜなら、光源２および４に用いた半導体レーザーの発振波長や出力が温度変化に
より変化してしまうからである。光源３に用いたＳＨＧレーザーについても温度変化によ
り波長変換素子の位相性合波長の変化やポンプ用の半導体レーザーの発振波長や出力の変
化が発生してしまう。よって光源温度をある一定温度に保ちつつ出力の安定化を行うのが
望ましい。光源２～４の出力の安定化対策については出力安定化機構を用いて安定に保つ
ようにした。出力安定化機構は光源２～４の前方に配置されたビームスプリッター１９に
よって分岐された一部の光をＰＤ１８に入射させ、ＰＤにより受光された光出力をモニタ
ーして制御回路１２により光源への供給電流を制御することで実現されており、光出力は
制御回路により設定された目標出力に制御される。
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【００２９】
　ただし、波長の変化により目標出力が変化する。人間の眼の視感度が波長によって異な
るからである。例えば赤色の場合、波長６３５ｎｍの場合と波長６５０ｎｍの場合を比較
すると、波長が６３５ｎｍの視感度のほうが良いので、赤色光の出力は波長６５０ｎｍの
場合に比べてほぼ半分でよい。光源１に用いた赤色半導体レーザーの場合、１℃あたり０
．２ｎｍ程度の波長変化が発生するので温度変化に合わせて目標出力の変更が必要である
。目標出力を変更しない場合、波長変化により人間の眼に当初は白色に見えていた映像が
白く見えなくなる。その他の赤、緑、青により合成されて出力される色についてもバラン
スが崩れてしまう。
【００３０】
　温度変化による光源の発振波長の変化をモニターするため、本実施の形態ではレーザー
部温度センサー２０～２２を各光源の近傍に設置した。光源ごとに発熱量や温度変化に伴
う波長変化量が異なるため、レーザー温度センサーを個々に配置した。レーザー温度セン
サーによる検出値を用いた目標出力の設定方法について具体的に説明する。ここでは赤色
半導体レーザーの場合について説明する。図３のように赤色半導体レーザーの発振波長λ
が２５℃で６３５ｎｍであった場合、３５℃に上昇すると発振波長は２ｎｍ大きくなり６
３７ｎｍとなる。つまり発振波長は１℃あたり０．２ｎｍ変化し、波長変化Δλ＝０．２
×ΔＴ（ΔＴは温度変化）と表現できる。次に、発振波長λの変化により目標出力Ｐは図
４に示すように変化し、１ｎｍの増加につき０．０８Ｗだけ目標出力が増加する。目標出
力の変化ΔＰ＝０．０８×Δλと表現できる。よって、レーザー部温度センサーにより検
出される温度変化DＴと、目標出力の変化ΔＰは
　　　　ΔＰ＝０．０８×０．２×ΔＴ
で表されるので、この関係をもとに制御回路で目標出力の変更と出力制御を行えば出力さ
れる映像の明るさがほぼ変化の無いものになり、色のバランスが保たれる。青色光源４に
用いられる半導体レーザーについても同様の出力管理を行えばよい。緑色光源３に用いた
ＳＨＧレーザーの目標出力の設定についても基本的に同様である。ＳＨＧレーザーの場合
、波長変換素子の位相性合波長が温度変化により変化するので、その変化分を考慮して目
標出力を設定する。
【００３１】
　つぎに、光源の設定温度の決定方法について説明する。まず、光源２、４に用いた半導
体レーザーの温度制御について説明する。光源２、４の半導体レーザーの放熱はファン９
および１１を用いて行う。光源の温度設定にはあらかじめ目標温度を室温よりも十分高い
温度、例えば５０℃に設定してファンの風量を制御する方法が考えられるが、光源の寿命
を考慮すると目標温度は低いほうが望ましい。よって、本実施の形態では室温モニター装
置１３を設置し、室温モニター装置１３の検出値を用いて光源の設定温度を決定すること
とした。以下では具体的な設定温度の決定方法について説明する。室温が２５℃である場
合、室温モニター１３で室温が検出され、制御回路１２に信号が伝送される。室温モニタ
ー装置にはサーミスタを用いた。サーミスタは安価な温度検出手段として有効である。室
温モニター装置１３により室温が２５℃であることが判明すると、制御回路で光源２およ
び４の温度を４５℃にするようにファンの回転数を制御するような信号が出力される。レ
ーザー部温度センサー２０および２２からはそのときの光源の温度が制御回路にフィード
バックされ、一定温度に保たれるような制御が実現される。本実施の形態では室温２５℃
に対して光源２および４の温度が４５℃になるようにしているが、これはファンの能力や
光源の発熱量を鑑みて適宜調整すればよい。ただし、光源の寿命を考えると室温からの上
昇分は小さいほうが良い。上述のように、室温に合わせて光源の設定温度を変化させるこ
とで、光源の温度をあらかじめ高温に設定するよりも長寿命化が実現される。
【００３２】
　また、本実施の形態では光源の寿命確保のため、かなりの高温での駆動を防止する制御
を加えている。ここでいう「かなりの高温」とは光源である半導体レーザーが発振困難に
なる温度のことである。本実施の形態で用いた半導体レーザーは８５℃を超えると光源の
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発振が非常に困難になり光への変換効率が低下し、最終的には発振不能となる。発振困難
な状態で出力安定化のために大電流を供給すると、より光源が発熱し光源の寿命に悪影響
を与えてしまう。よって本実施の形態では光源の温度が８５℃になると光源の発光を停止
するようにしている。また、装置の使用者に使用環境温度が高すぎるため停止したことを
知らせるための機能も付加した。使用環境温度が高いことを知らせる手段としては様々な
方法が考えられるが、本実施の形態では映像として表示するようにしている。同時に、使
用環境温度が高くなっている場合に、使用環境温度を下げる必要性があることも表示され
るようにした。本実施の形態では光源の温度が６５℃を超えた場合に使用環境の温度を下
げる必要があることを使用者に伝えるようにしている。停止表示や警告表示の基準となる
温度は使用する光源の特性によって適宜設定する必要がある。
【００３３】
　つぎに、装置立ち上げ時の光源の温度管理について説明する。装置の電源投入後はなる
べく早く光源の温度を所望の温度に到達させ、定常状態に近づけて制御を行うのが望まし
い。光源の温度変化により目標出力を頻繁に変化させることは出力される映像に瞬間的な
色バランスの悪化等の悪影響を与える可能性が増加するためである。
【００３４】
　ここで、光源への加熱などにより光源の温度を上昇させることで、装置の起動時間を早
くすることができる。
【００３５】
　光源は、目的の波長を出力するための設定温度を有しており、この設定温度で光源を動
作させることによって、安定な映像出力を実現できる。そこで、装置を起動する際、まず
光源の温度を設定温度にした後、この設定温度に対して一定温度制御が行われるが、光源
の温度を上昇させることによって、光源の温度を設定温度にする時間を早くすることがで
き、装置の起動時間を早くすることができる。
【００３６】
　また光源の温度を上昇させる一例として、装置起動時にはファンの回転を停止すること
によって、光源の温度上昇を加速し、装置の起動時間を早くすることができる。本実施の
形態では室温が２５℃の場合に光源の設定温度を４５℃にするようにしているが、装置起
動時にはファンの回転を停止し、レーザーの温度上昇を用いて光源部の温度上昇を加速し
、光源の温度が４５℃付近になってからファンの回転を開始し、４５℃に保つようにした
。ファンを回転させて光源を点灯させた場合、光源の温度が２５℃から４５℃へ温度上昇
するには約５分程度の時間が必要であるが、ファンを停止して起動すると１分以内に設定
温度に到達し、安定な動作が実現される。
【００３７】
　以下では本実施の形態の光源３に用いたＳＨＧレーザーおよびＳＨＧレーザーの温度制
御について説明する。上述のように、本実施の形態では図２に示されるマイクロチップ型
のＳＨＧレーザーを用いた。通常、ＳＨＧレーザーは波長変換素子の温度特性などに配慮
し、ペルチエなどのデバイスを用いてある一定温度の元で使用されることが多い。しかし
、ペルチエなどを用いた場合に消費電力の増大や、ペルチエによる発熱が問題となるため
本実施の形態ではファンを用いて温度制御していることは先に説明したが、ファンを用い
ることで、マイクロチップ型のＳＨＧレーザーにも温度変化対策の工夫が必要となる。ま
ず、本実施の形態では波長変換素子１５としてＭｇがドーピングされたニオブ酸リチウム
（以下ではＭｇ：ＬｉＮｂＯ３とする）を用いた。Ｍｇ：ＬｉＮｂＯ３には周期状の分極
反転が形成されており、波長の変換効率を高めている。その他の波長変換素子としてはＫ
ＴＰなどが挙げられるが、Ｍｇ：ＬｉＮｂＯ３のほうが基本波から高調波への変換効率が
大きいため、波長変換素子の小型化が可能となるだけでなく、素子の長さを短くできる分
、位相整合波長の許容幅の拡大が実現できるので、マイクロチップ型の波長変換素子とし
て有効である。つぎに、温度変化に対する対策について説明する。ファンでの放熱を行う
ということで、ポンプ用半導体レーザー１７の発振波長の変化に対応する必要がある。固
体レーザー１６は８０８ｎｍ±１ｎｍのポンプ光を吸収し、基本波である１０６４ｎｍの
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レーザー光を出力する特性を持つが、ポンプ光の波長が８０８±１ｎｍからはずれると吸
収効率が低下し、基本波である１０６４ｎｍのレーザー光出力が小さくなってしまう。吸
収のピークは８０８ｎｍである。本実施の形態では室温２５℃に対して光源３であるＳＨ
Ｇレーザーの温度の基準値を４５℃にしているので、あらかじめ２０℃の温度上昇を見込
み、２５℃での発振波長が８０４ｎｍ近傍のポンプ用半導体レーザーを用いた。ポンプ用
半導体レーザー１７の発振波長は１℃の温度上昇あたり発振波長が０．２ｎｍ増加するの
で、４５℃での駆動時には発振波長が８０８ｎｍとなり、固体レーザー１６の吸収効率が
最もよくなる。波長変換素子１５についても温度上昇に対する対策が必要である。波長変
換が最も効率よく行われる位相整合波長が４５℃で１０６４ｎｍとなるように分極反転周
期を決定して作成する必要がある。本実施の形態に用いたＭｇ：ＬｉＮｂＯ３の位相整合
波長は温度上昇１℃あたり０．０７ｎｍ増加するので、２５℃での位相整合波長が１０６
２．６ｎｍとなるように作製した。このように、常温（２５℃とする）において固体レー
ザーのピーク吸収波長よりも発振波長の短いポンプ用半導体レーザーと位相整合波長の短
い波長変換素子を用いることで、ファンを用いた温度制御が効果的になる。固体レーザー
の吸収波長である８０８±１ｎｍを考えるとポンプ用半導体レーザーの温度は±５℃に抑
えなければならない。よって４５℃を基準値にした本実施の形態の場合、ＳＨＧレーザー
の温度が５０℃を超えると高調波である緑色レーザー光の出力が困難となるので、レーザ
ー部温度センサー２１からの信号が５０℃を超えた場合には使用環境温度を低くするよう
な警告表示を示すようにした。また、温度が５５℃になった場合には光源３のＳＨＧレー
ザーの寿命を考慮し点灯を停止するようにした。ＳＨＧレーザーにおいても、光源への加
熱などにより光源の温度を上昇させることで、装置の起動時間を早くする必要がある。特
にＳＨＧレーザーは上述のように駆動できる温度範囲が限られているため重要である。よ
って、装置の立ち上げ時にはポンプ用半導体レーザーにある一定電流を供給しポンプ用半
導体レーザーを加熱するとともに、光源温度が４０℃に達した後で出力安定化制御に伴う
駆動電流を流す手順とした。また、装置の起動時には光源温度が４０℃以上になった時点
で出力安定化制御を開始するようにした。光源温度が４０℃になる前に出力安定化制御を
開始した場合、ポンプ用半導体レーザーの発振波長が固体レーザーの吸収波長になってい
ないため過度の電流を供給し、ポンプ用半導体レーザーの劣化を引き起こす可能性がある
ためである。装置起動時の光源３の温度上昇を早めるため、起動時にファンを停止し、ポ
ンプ用半導体レーザーの発熱を用いて光源３の温度を上げるというプロセスは、赤色や青
色の半導体レーザーの立ち上げ方法と同様である。本実施の形態ではポンプ用半導体レー
ザー１７にファブリペロー型の半導体レーザーを用いたが、ＤＦＢ型の半導体レーザーを
用いるのも有効である。ＤＦＢ型の半導体レーザーを用いると温度に対する発振波長の変
動が０．０７ｎｍ／℃程度に低減できるだけでなく、発振スペクトルも安定に保たれる。
ファブリペロー型に比べて高コストであるというデメリットがあるが、量産化が進み低価
格化が実現されれば有効な光源である。
【００３８】
　なお、本実施の形態では前面投射型のディスプレイ装置について説明しているが、背面
投射型のディスプレイ（リアプロジェクション）についても適用可能であるのは自明であ
り、レーザーを用いた照明装置にも適用可能である。
【００３９】
　以上の発明により、レーザーの温度制御が小さな消費電力で実現でき、温度変化に伴う
色バランスの変動が抑制される。また、装置起動時からすぐに適切な色バランスの映像を
見ることが可能となる。また、室温の変化に伴い温度制御の設定温度を室温に合わせて設
定することで消費電力の低減をより実現できるだけでなく、光源に使用する半導体レーザ
ーへの負荷を小さくすることができる。また、高温での使用時に、装置の使用者に使用環
境の温度管理の必要性を警告として知らせるため、光源の破壊を防止できる。
【００４０】
　（実施の形態２）
　本実施の形態では、図１における光源３の緑色光源としてファイバーレーザーを用いた
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ＳＨＧレーザー（以下ではファイバーレーザー型とする）を使用した場合について説明す
る。基本的な構成は実施の形態１とほぼ同様である。図５を用いてファイバーレーザー型
ＳＨＧレーザーの概要について説明する。ファイバーレーザー２３はポンプ用半導体レー
ザー２４、光ファイバー２５、ＶＢＧ２６、希土類ドープファイバー２７から構成される
。ポンプ用半導体レーザー２４から出射したレーザー光は光ファイバー２５に入射し、両
端にＶＢＧ２６が付加された希土類ドープファイバー２７に光結合される。ポンプ用半導
体レーザーは３個使用した。出力は各５Ｗである。希土類ドープファイバー２７に入射し
たレーザー光は希土類ドープファイバー２７を通過する際に波長１０６４ｎｍのレーザー
光に波長変換される。ＶＢＧ２６は希土類ドープファイバー２７より出射するレーザー光
の波長を選択するために設置してある。ファイバーレーザー２３より出射した波長１０６
４ｎｍのレーザー光は、波長変換素子２８により一部が波長５３２ｎｍの緑色光に変換さ
れて出力される。本実施の形態では１．２Ｗの緑色光出力を得た。波長変換素子２８はペ
ルチエ素子（図示せず）により一定温度に制御されている。波長変換素子２８が発熱体で
はないため、ペルチエ素子を用いていても消費電力はさほど増加しない。ファイバーレー
ザーを用いた場合、高出力を得ることが可能であり、ファイバーレーザー型ＳＨＧレーザ
ーは高輝度のディスプレイ装置用光源として適している。本実施の形態においても放熱に
ファンを用いた。ファン２９によりポンプ用半導体レーザー２４が冷却されている。ポン
プ用半導体レーザーの発熱量は大きいため、ペルチエ素子で一定温度に保つ場合、かなり
大きな消費電力とペルチエ素子の発熱を伴うので、ファンの利用は消費電力と装置全体の
放熱という観点で非常に有利である。ファンでの放熱を行うということで、ポンプ用半導
体レーザー２４の発振波長の変化に対応する必要がある。希土類ドープファイバー２７は
９７６ｎｍ±１ｎｍのポンプ光を吸収し、基本波である１０６４ｎｍのレーザー光を出力
する特性を持つが、ポンプ光の波長が９７６±１ｎｍからはずれると吸収効率が低下し、
基本波である１０６４ｎｍのレーザー光出力が小さくなってしまう。吸収のピークは９７
６ｎｍである。本実施の形態では室温２５℃に対してポンプ用半導体レーザーの温度を４
５℃に制御しているので、あらかじめ２０℃の温度上昇を見込み、２５℃での発振波長が
９７２ｎｍ近傍のポンプ用半導体レーザーを用いた。ポンプ用半導体レーザー１７の発振
波長は１℃の温度上昇あたり発振波長が０．２ｎｍ増加するので、４５℃での駆動時には
発振波長が９７６ｎｍとなり、希土類ドープファイバー２７の吸収効率が最もよくなる。
希土類ドープファイバー２７の吸収波長である９７６±１ｎｍを考えるとポンプ用半導体
レーザーの温度は±５℃に抑えなければならない。よって４５℃を基準値にした本実施の
形態の場合、ポンプ用半導体レーザー２４の温度が５０℃を超えると高調波である緑色レ
ーザー光の出力が困難となるので、レーザー部温度センサー２１からの信号が５０℃を超
えた場合には使用環境温度を低くするような警告表示を示すようにした。本実施の形態で
はレーザー部温度センサー２１はポンプ用半導体レーザー２４の近傍に設置してある。ま
た、温度が５５℃になった場合には光源の寿命を考慮し点灯を停止するようにした。一方
、装置の起動時には光源温度が４０℃以上になった時点で出力安定化制御を開始するよう
にした。ポンプ用半導体レーザー２４の温度が４０℃になる前に出力安定化制御を開始し
た場合、ポンプ用半導体レーザーの発振波長が固体レーザーの吸収波長になっていないた
め過度の電流を供給し、ポンプ用半導体レーザーの劣化を引き起こす可能性があるためで
ある。よって、装置の立ち上げ時にはある一定電流を供給し、ポンプ用半導体レーザーの
温度が４０℃に達した後で出力安定化制御に伴う駆動電流を流す手順とした。本実施の形
態においても装置起動時のポンプ用半導体レーザーの温度上昇を早めるため、起動時にフ
ァンを停止する制御を行った。
【００４１】
　以上の発明により、高輝度ディスプレイ用にファイバーレーザー型ＳＨＧレーザーを用
いた場合においても低消費電力での装置の駆動が可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明にかかるディスプレイ装置は、表示用デバイス、照明用機器として有用である。
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【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】ディスプレイ装置の概略図
【図２】マイクロチップ型のＳＨＧレーザーを示す図
【図３】半導体レーザーの温度に対する波長変化を説明する図
【図４】波長変化に対する目標出力の変化を説明する図
【図５】ファイバーレーザーを用いたＳＨＧレーザーの説明図
【図６】従来のレーザーを用いたディスプレイ装置を示す図
【符号の説明】
【００４４】
　１　　ディスプレイ装置
　２　　赤色光源
　３　　緑色光源
　４　　青色光源
　５　　ロッドインテグレーター
　６　　透過型液晶パネル
　７　　合波プリズム
　８　　出射レンズ
　９　　ファン
　１０　　ファン
　１１　　ファン
　１２　　制御回路
　１３　　室温モニター装置
　１４　　ＳＨＧレーザー
　１５　　波長変換素子
　１６　　固体レーザー
　１７　　ポンプ用半導体レーザー
　１８　　ＰＤ
　１９　　ビームスプリッター
　２０　　レーザー部温度センサー
　２１　　レーザー部温度センサー
　２２　　レーザー部温度センサー
　２３　　ファイバーレーザー
　２４　　ポンプ用半導体レーザー
　２５　　光ファイバー
　２６　　ＶＢＧ
　２７　　希土類ドープファイバー
　２８　　波長変換素子
　２９　　ファン
　１０１　　ディスプレイ装置
　１０２　　赤色光源
　１０３　　青色光源
　１０４　　緑色光源
　１０５ａ　　ダイクロイックミラー
　１０５ｂ　　ダイクロイックミラー
　１０５ｃ　　ダイクロイックミラー
　１０６　　ガルバノミラー
　１０７　　液晶パネル
　１０８　　出射レンズ
　１０９　　電池
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